
報告第 ２ 号 

専決処分の承認を求めることについて 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分をした

ので、同条第３項の規定に基づき、これを報告し承認を求める。 

令和８年２月１３日提出 

有田川町長 坂 頭 徳 彦 
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専  決  処  分  書 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、次の事項を専決処分する。 

 

 

 

          令和８年１月１９日専決 

 

 

                                     有田川町長 中 山 正 隆 

 

 

専決処分事項   令和７年度有田川町一般会計補正予算（第９号） 

 

理    由    ①第５１回衆議院議員総選挙及び第２７回最高裁判所裁

判官国民審査執行に伴い、早急に予算措置する必要が生

じたため。 

 

         ②かなや明恵峡温泉の緊急設備修繕等に伴い、一般会計

からかなや明恵峡温泉特別会計へ早急に繰出金を支出す

る必要が生じたため。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

令和７年度 

 

 

 

 

有田川町一般会計補正予算 

 

 

 

（第 ９ 号） 
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令和７年度有田川町一般会計補正予算（第９号） 

 

  令和７年度有田川町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４，０７１千円を追加し 

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９，９１４，０１２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 

予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

   令和８年１月１９日専決 

 

 

 

                   有田川町長 中 山 正 隆 
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予算に関する説明書 
 

 

歳入歳出補正予算事項別明細書 

１ 総  括 

２ 歳  入 

３ 歳  出 
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１　総　　括

（歳　　入）

16 県支出金 1,503,034 29,176 1,532,210

20 繰越金 171,381 4,895 176,276

19,879,941 34,071 19,914,012歳　　入　　合　　計

 千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円
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（歳　　出）

2 総務費 2,411,595 29,176 2,440,771

7 商工費 668,438 4,895 673,333

19,879,941 34,071 19,914,012歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

29,176 0

4,895

29,176 0 0 4,895

 千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

 千円  千円  千円
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計 171,381 4,895 176,276

２０款　繰越金 4,895千円

　１項　繰越金

1 171,381 4,895 176,276繰越金

4,895千円

計 111,741 29,176 140,917

1 110,888 29,176 140,064総務費委託金

２　　歳    入

１６款　県支出金

　３項　委託金

 千円

29,176千円

29,176千円

 千円

目 補正前の額 補　正　額 計

 千円
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　１６款　県支出金　２０款　繰越金

繰越金 4,8951 財務課
　繰越金 4,895

総務課
　衆議院議員総選挙執行委託金 29,176

選挙費委託金 29,1764

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明

 千円  千円
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155,0324,8952 観光費 150,137 4,895

　１項　商工費

　７款　商工費
4,895千円

4,895千円

計 29,176104,953 134,129 029,176 00

総選挙費

 千円  千円

29,17629,1766 衆議院議員 0 29,176

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円 千円  千円

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　総務費

　４項　選挙費 29,176千円

29,176千円

目 補正前の額
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　　２款　総務費　　７款　商工費

27 4,895繰出金 商工観光課
　かなや明恵峡温泉特別会計繰出金 4,895

　事務機器借上料 54
　事務機器リース料 100

借料 　使用料（その他） 200
　自動車借上料 54

13 473使用料及び賃 総務課
　施設使用料 65

　ポスター掲示場設置撤去委託料 2,000
　選挙公報配布委託料 330

12 2,730委託料 総務課
　マイクロバス運行委託料 400

　事務機器保守点検料 500

11 3,470役務費 総務課
　通信運搬費（通信） 2,970

　印刷製本費 700

　燃料費 300
　食糧費 1,875

10 5,125需用費 総務課
　消耗品費 2,250

　費用弁償 50
　会計年度任用職員費用弁償 50

8 150旅費 総務課
　普通旅費 50

　報償品 140

7 192報償費 総務課
　報償金 52

　投票事務手当 4,290
　投開票事務手当 864

3 13,148職員手当等 総務課
　時間外勤務手当 7,994

　選挙管理委員会委員長報酬 35
　会計年度任用職員報酬 1,430

　期日前投票所投票管理者報酬 474
　期日前投票所投票立会人報酬 807

　開票立会人報酬 202
　投票立会人報酬 819

　選挙管理委員会委員報酬 108
　開票管理者報酬 13

千円

1 3,888報酬 総務課

 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節
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 千円  千円

計 4,895668,438 673,333 4,8950 00

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円 千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　７款　商工費

　１項　商工費 4,895千円

4,895千円

目 補正前の額
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　　７款　商工費

千円 千円

区　　分
説　　　　　　　　　　　　明

金　　額

節
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